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２-２．普天間飛行場の跡地内の地権者への取組み 

（１）若手の会の活動支援 
１）取組み概要 

これまで若手の会は、跡地利用計画に対する地権者側の検討組織として活動を続けて
いるが、近年の活動状況として参加者の固定化や参加人数の減少がみられ、活動が停滞
している状況にあった。そのため、昨年度は「若手の会の組織の在り方について」をテ
ーマとし、若手の会の活動内容や組織の在り方について改めて検討することの必要性・
重要性について、定例会で議論を行った。 

今年度から若手の会の会則をつくり、組織の在り方を検討する「普天間飛行場の跡地
を考える若手の会再構築案検討会議（以下、「再構築案検討会議」）」を開催し、委員が中
心となって議論を進めている。 

一方、令和９年度には「全体計画の取りまとめ」策定が予定されていること等から、
定例会の中では普天間飛行場に関わる意向醸成活動や跡地利用計画策定に向けた調査に
関連する取組みの状況報告を行い、意見交換を行った。 

 
２）定例会取組みスケジュール 

No 開催日 議題 

１ 11 月 11 日 
（１）今年度の意向醸成の主な取組みについて 
（２）（仮称）原案検討会議に向けた取組状況 

２ ２月３日 
（１）地権者まちづくり勉強会の報告 
（２）普天間飛行場跡地利用計画策定調査について 

３ ３月３日 
（１）GW2050 推進協議会事務局からの取組状況報告 
（２）再構築案検討会議の今年度の到達点の報告 

 

 

 

 

  

写真：定例会の様子 



7 

（２）地権者支援情報誌「ふるさと」の作成・発送 
１）取組み概要 

跡地利用に関する行政側の情報や若手の会の活動等に関する情報の提供を目的として、
地権者支援情報誌「ふるさと」を作成し、発行した。 

内容に関しては、第61号では地権者勉強会やまちづくりパネル展の案内と先進地視察会
や軍用地買取説明会の概要報告を行い、第62号では各種取組み結果の概要報告を行った。 

 
２）情報発信の内容 

回 数 発送時期 主な掲載内容 

第 61 号 令和７年 11 月 

〇告知事項 
・地権者勉強会のお知らせ 
・まちづくりパネル展開催のお知らせ 
〇報告事項 
・先進地視察会の概要報告 
・軍用地買取説明会の概要報告 

第 62 号 令和 8 年 3 月 

○報告事項 
・跡地利用に関する勉強会の報告 
・まちづくりパネル展の報告 
・沖縄国際大学でのまちづくり講座の報告 

３）取組み成果と今後の課題 

 

【取組み成果】 

●跡地利用等に関する情報発信 
・全地権者に対して、勉強会のお知らせと報告、まちづくりパネル展の告知と報告

等の情報を発信する事ができた。 
・普天間飛行場跡地利用推進会議の開催報告も発信することができた。 
・今年度は「勉強会」の開催時期も考慮し、参加者の増加に繋げる効果的な発送時

期として 11 月に発送を行った。 

【今後の課題】 

●見やすさ及び分かりやすさの工夫 
・誌面の見やすさ、内容については更なる工夫を凝らし、より多くの地権者に見て

いただけるよう努める必要がある。 
・取組みのアンケート結果や Q＆A など、地権者に興味を持ってもらえる情報を効

果的に伝える必要がある。 
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図：地権者支援情報誌「ふるさと」Vol.61(表面) 
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図：地権者支援情報誌「ふるさと」Vol.61(中面) 
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図：地権者支援情報誌「ふるさと」Vol.62(表面) 
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図：地権者支援情報誌「ふるさと」Vol.62(中面) 
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（３）勉強会の企画・開催 
地権者・関係者の方に跡地利用に関する学習の機会を提供し、跡地利用に関することの

知識を深めていただけるよう、勉強会を開催した。 
昨年度は、地権者に「跡地利用について当事者意識を持って考えてもらう」ためのきっ

かけとして、跡地利用計画及び土地区画整理事業に関する基礎的な知識習得を目的とし
た勉強会を全 4 回の講座形式で開催している。 

今年度は、より多くの方に参加していただけるよう、全 4 回について、複数の場所、時
間の設定のもと同一の内容で実施した。 

 
１）企画概要 

①実施方針 
・「普天間飛行場跡地の将来について知り・考える」きっかけとなる勉強会として、

様々な方が参加しやすく、理解しやすいものとする 
・跡地利用が自らの資産価値に影響することの理解促進を図る 
・地権者全体の基本的な土地活用の知識習得を図る 
 

②実施内容 
○説明（50分程度） 
 ・跡地利用の必要性や可能性についてのご説明 
 ・跡地利用に関する状況や取組などのご紹介 
 ・将来のまちのイメージ（跡地利用計画）についてのご紹介（PV鑑賞含む） 
 ・跡地利用と地権者の関わり方について 
  -跡地利用が自らの資産価値にあたえる影響 
  -普天間飛行場の返還に備えて今からするべきこと 
  （将来の跡地利用について考える、土地活用方法を知る等） 
  -土地活用にはどのような方法があるか 
○質疑応答（30〜40分程度） 

 
③開催スケジュール 

回数 開催日時 時間 場所 

第１回 11/27（木） 18 時〜19 時半 宜野湾市社会福祉センター 

第２回 11/28（金） 18 時〜19 時半 宇地泊公⺠館 

第３回 12/7 （日） 14 時〜15 時半 宜野湾市⽴中央公⺠館  

第４回 12/8 （月） 14 時〜15 時半 大⼭公⺠館 
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④開催形式・告知 
開催形式：事前申し込み不要の対面・教室形式 
告 知 ：11月の「ふるさと61号」に掲載、発送時に別紙の案内文を同封 

    
⑤資料 
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２）開催結果 
①参加者数 

4 日間で延べ 66 名に参加いただいた。 
地権者本人だけでなく家族や親族の付き添い、代理参加もみられた。 

日付 時間 場所 参加者数 
11/27
（木） 

18 時〜19 時半 宜野湾市社会福祉センター 
15 名 
（内、付き添い 3 名） 

11/28
（金） 

18 時〜19 時半 宇地泊公⺠館 
10 名 
（内、付き添い１名） 

12/7 
（日） 

14 時〜15 時半 宜野湾市⽴中央公⺠館  
28 名 
（内、付き添い９名） 

12/8 
（月） 

14 時〜15 時半 大⼭公⺠館 13 名 

計 66 名 
 (重複参加を含む) 

 
②勉強会の様子 

   

写真：勉強会の様子① 写真：勉強会の様子② 
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③主なご意見・質疑応答 

【跡地利用計画について】 
Q．配置方針図の振興拠点ゾーンに一⼾建ては建てられないのでしょうか。 
A. 土地の資産価値を上げるためにはゾーニングに一定のルールを設ける必要があ

ります。業務用地に一⼾建てがぽつんとあると、まちの価値が保たれないことに
加え、居住される方も住みにくい状況となる可能性があります。 

また、市街地との連担性、地形、地盤などから今の配置方針図を作成していま
すが、地権者の代表の方も出席される跡地利用検討会議の場での意見など、地権
者の総意によって配置方針図が変わる可能性はございます。 

 
Q．今後の地権者の意向によって、住宅ゾーンの位置が変わったり、大きさが変わった

りすることはありますか。 
A. 跡地利用の目標として、「新たな沖縄の振興拠点の形成」とあるように、この

場所は地権者の方たち皆さんの土地活用を実現する場所であるとともに、県⺠の
皆さんに期待されるような場とすることも目標としています。振興拠点ゾーンに
⼾建て住宅があると、振興拠点としての魅⼒が減少し、将来像とは違うまちの姿
になることで、土地の資産価値も落ちてしまいます。 

自分で土地を活用したいのに振興拠点ゾーンに土地をお持ちの場合は、土地区
画整理事業の際に、「申出換地」という土地の配置場所を変えられるやり方もあ
ります。地権者の皆さんには目指すまちの将来像についてご理解いただき、土地
活用についてもご協⼒いただきたいです。 

 
Q．大規模な緑地をつくることは理想的な計画だと思いますが、現実的な管理の問題も

踏まえて計画を考えてはどうでしょうか。 
 
 
 
 

Q．計画づくりの方針にある「鉄軌道を含む新たな公共交通軸の整備」はGW2050の構
想にも入っているのでしょうか。将来の子どもたちのためにも、鉄軌道のことは外さ
ないで頂きたい。 

 
 
 
 
（その他の参考意見） 

・宜野湾市の⻄側のオーシャンビューは、資源として重要と考えています。その価値を
高めるような計画があってもいいのではないでしょうか。 

・宜野湾市には火葬場が足りていないので、跡地利用で市役所を移転する際、地下に火
葬場を設置し、周辺に公園や駐車場を確保してはどうでしょうか。 

・土地利用にある普天間飛行場周辺の緑地は、調査をして残すべき緑地であるかを確認
すべきではないでしょうか。 

A. 跡地利用の計画でも、「環境の豊かさが持続するまちづくり」を方向性として
掲げています。行政だけでの管理は難しいかもしれませんが、最近は⺠間企業が
公園等の公共の緑地の管理をする仕組みもあるので、⺠間企業の⼒を借りること
も検討しながら「みどりの中のまちづくり」の持続性について考えていきます。 

A. GW2050 の発足時にはそのようなことも言われていましたが、現時点では検討
中のため、構想は明確に出てきていません。鉄軌道については、国と県が協議を
して検討を進めているところです。 
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・湧き水調査などで過去と比較して地下水がどのようになっているのか、今のうちに調
査を進めていただきたい。 

・高度利用のためには三大都市圏のように用途緩和が可能となる制度を検討していく必
要があるのではないでしょうか。 

 

【先行取得について】 
Q．先行取得ではどれくらいの公共用地が確保できているのでしょうか。 
A. 現在、市において国に示している先行取得の目標面積は 28.2ha であり、学校

や庁舎等の公共施設用地として買い取りを進めています。そのうち、令和 6 年度
までに約 66%の買い取りが完了しています。また、県では目標面積 22ha につい
て、市とは別で先行取得を進めています。今後は目標面積の買い取りが達成でき
次第、新たに目標を⽴てて、段階的に進めていく予定です。予算の関係によって
は買い取りを終了する可能性もございます。 

 
Q．買取価格について教えてください 

 
 

Q．地権者が「売る」という選択をしなかったときに緑が少なくなることや、逆に売り
たい希望が多くなったときに緑の面積が大きくなることはあり得るのでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 今年度は軍用地料の約 40 倍の価格です。 

A. 今現在の先行取得の目標には小学校、中学校などの公共施設用地を設定してお
り、大規模公園については事業者が決まっていないため、先行取得ができる状況
にはありません。 

例えば今後、先行取得できた面積が少なく大規模公園の用地として足りない状
況になったとしても、まちの将来像の「みどりの中のまちづくり」を目指すなか
で必要なものとして、大規模公園を配置していくことは変わらないことです。 

一般的に公共の公園をつくるとき、土地区画整理事業をするのであれば、地権
者の皆さんから少しずつ土地をいただいてつくることになります。ただ、その土
地があまりにも大きくなってしまう場合は、別のやり方を考える必要もありま
す。 

また、普天間飛行場跡地の目指す大規模公園は、公共的な公園と、⺠間の宅地
の中につくるみどり空間があり、その境目があいまいで一体的に使えるようなみ
どりの空間を想定しています。公共の公園だけではなく、⺠間の家や企業の土地
も借りながらみどりの中のまちを実現していったり、色々な方法を組み合わせな
がら、将来像としては同じ風景が広がることを目指したいです。 

そのために、まずは地権者の皆さんに将来像についてご納得いただいて、協⼒
いただけるようにしていていきたいと思っています。今後のまちづくりではみど
りはとても重要になってきますので、ご協⼒をよろしくお願いします。 
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【土地区画整理事業について】 
Q．返還されるときには同じ場所の土地が返還されますか。道路などのために土地の面

積が20%程度引かれて返還されると聞いていますが本当でしょうか。 

 
Q．道路、公園が多い計画と感じますが、どれくらいの減歩率となるのでしょうか。 

 
Q．公園や道路を作るために先行取得をしていると思いますが、それでも減歩は必要に

なりますか。 

 

【返還・返還前後の取組について】 
Q．返還後の給付金支給の仕組みでは3年で土地が使えるようなイメージになっている

のでしょうか。 

 

A. 返還されたら、基本的には同じ場所の土地が戻ってきます。ただ、何もない状
態のところに道路や公園を整備する必要があるため、そこに土地をお持ちの場合
は、元の場所とは違うところに移ってもらうこともあります。 

また、そういった道路や公園の土地についても、皆さんの土地の面積から少し
ずつ出していただくことになります。普天間飛行場跡地で何パーセントになるか
は現時点ではまだわかりません。ただし、土地の面積は小さくなるけれど道路な
どの整備によって使い勝手が良くなるので、資産価値としては下がらないと考え
てほしいです。 

A. 減歩には、「公共減歩」といって、道路や公園などの公共用地のための減歩
と、「保留地減歩」といって工事等の事業費に充てる宅地のための減歩がありま
す。減歩率は、将来の宅地の価格や事業費に大きく影響されるため、現時点で減
歩率の検討の段階には至っていません。 

土地区画整理事業では整理前である今の土地の評価に対して、整理後の土地の
評価ではどれくらい土地の価値があがったかということを、価値の「増進率」と
いい、増進率が高くなれば、ある程度は減歩率も高くなる傾向にあります。将来
的に作成する事業計画書では地区全体の平均減歩率を算出しますが、実際には皆
さんの土地の一筆一筆に対して評価をして減歩率を算出するため、現段階では試
算をすることも難しい状況です。将来の公共減歩をなるべく少なくしたいため、
現在先行取得制度を活用しているところです。 

A. 現在行政が持っている土地が非常に少なく、減歩だけでは賄えないので先行取
得をしている状況です。先行取得が進むと、事業を始めてから皆さんからいただ
く土地の面積は減ることになります。 

従前の評価と従後の評価の差が「増進率」ですが、今のご自分の土地の場所や
形などを確認し、従前の土地の価値が低いと考えられる場合には、先行取得とし
て今売ってしまうという選択肢もあるかと思います。 

土地活用については、ご自身の責任での判断になるので、こういった勉強会の
機会なども使って跡地利用や土地区画整理事業などについて勉強していただける
と幸いです。 

A. 給付金の「3 年」という期限は、3 年で土地が使えるようになることを想定し
たものではなく、「3 年以内に計画をつくり事業認可することができれば、その
後の工事期間にも特定給付金が得られる」という制度です。実際に土地が使える
ようになるのは事業認可後、工事が終わった後になります。 
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Q．普天間飛行場ほど大規模な土地なので部分返還しながら整備していくというやり方
はできないのでしょうか。 

 
Q．返還の話が進んでいないように感じます。辺野古の埋め⽴ては滑走路部分が完成し

たようですが、その部分だけでも早く移転できるような働きかけはできないのでしょ
うか。 

 
Q．大規模公園は国営公園というイメージをもっているようですが、国が実施するとい

うことについて、いつの時点で確定させるのでしょうか。直前になって結局やらない
ということになってしまうと、地権者の土地からかなりの減歩をしなければいけなく
なると思います。 

 

【勉強会等の合意形成活動の取組について】 
Q．計画策定にあたって地権者の声が少ないと感じています。令和９年の「全体計画の

取りまとめ」の策定までに、今後どのような形で地権者の意見を集約していくのでし
ょうか。 

 
（その他の参考意見） 

・土地の先行取得の買取説明会のように終了後に個別の相談会をしてはいかがでしょう
か。 

・相続で初めて参加する方もいるため、土地区画整理事業などまちづくりの用語につい
て説明してほしい。 

   

A. 基本的に返還は、全面返還として考えています。 

A. 市としては辺野古への移転を待つというスタンスではなく、一日でも早い返還
と市⺠への負担軽減を目指しているところです。引き続き、その点は国や⽶側に
求め続けていきたいと思います。 

A. 大規模公園について事業主体は決まっていませんが、実現に向けてはできる限
り先行取得を進めるなどの工夫をしながら、最終的には土地区画整理事業の減歩
も活用して実現できるよう調整したいと考えています。 

A. これまでは５年に１度、地権者全員を対象としたアンケート調査を実施してい
ましたが、返還時期が見えないなかで、ここ数年は回収率が２〜３割と少なく、
地権者の意見集約としてアンケート調査がベターかどうかを模索しているところ
です。⻄普天間住宅地区の事例では、地権者全員との意見交換は難しいため、地
主会の会⻑など地権者を代表した方と意見交換を進めていきました。 

また、今後 10 年、20 年と時間が経つと、まちに求められること自体が変わっ
ていきますので、「全体計画の取りまとめ」策定にあたっては、地権者の方の意
見も含め、時代に応じて必要な機能を柔軟に受け止められる計画とする予定で
す。一方で「みどりの中のまちづくり」という揺るぎない方針については、地権
者の方に今からご理解いただきたい部分です。返還時期が見えてきてから計画を
知ったり、自分の土地を確認して焦ってしまうことがないように、今のうちから
関心を持っていただきたいです。 
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④アンケート結果 
 各回の参加者を対象にアンケートを実施した。回収数は次の通り。 

 全体 11/27（木） 11/28（金） 12/7（日） 12/8（月） 
社会福祉センター 宇地泊公⺠館 中央公⺠館 大⼭公⺠館 

回答数 64 18 8 27 11 
参加者数 66 15 10 28 13 

※11/27（木）は地主会事務局の方からも回収 
 

【結果概要】 
・参加のきっかけとしては、「跡地利用の計画について知るため」と回答した方が7割以上

を占めた。 
・勉強会の内容については、8割以上の方が「理解できた」または「まあまあ理解できた」

と回答しており、概ね高い理解度が得られている。 
・今後取り上げてほしい内容としては、「土地活用方法の具体的な例」（67％）や「詳しい

跡地利用計画の内容」（44％）などが挙げられた。 
・また、参加したい集まりの形としては、「新しい知識や情報が得られる場」（67％）をは

じめ、「意見交換ができる場」（30％）や「地権者同士の交流が持てる場」（20％）など
が求められている。 

 

【結果】 
問１．勉強会に参加したきっかけは何ですか。(複数回答可） 

選択肢 回答数 構成比 
１. 普天間飛行場跡地の計画について知りたかったから 48 件 75% 
２. 地権者同士の交流を持ちたかったから 10 件 16% 
３. 地主会または若手の会に誘われたから 2 件 3% 
４. 若手の会に参加しているから 18 件 28% 
５. 付き添いするから 4 件 6% 
６. その他 5 件 8% 
無回答 2 件 3% 

計 89件 ―％ 
〈その他〉 
・地権者の声を聞きたいから 
・早期の返還を実現する為に意見をのべるため 

 

48, 75%

10, 16%

2, 3%

18, 28%

4, 6%

5, 8%

１．普天間⾶⾏場跡地の計画について知りたかったから

２．地権者同⼠の交流を持ちたかったから

３．地主会または若⼿の会に誘われたから

４．若⼿の会に参加しているから

５．付き添いするから

６．その他

0 10 20 30 40 50 60
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問２．勉強会の時間はいかがでしたか。1 つだけ〇をつけてください。 
選択肢 回答数 構成比 

１. ⻑かった 4 件 6% 
２. ちょうど良かった 54 件 85% 
３. 短かった 2 件 3% 
無回答 4 件 6% 

計 64件 100％ 
 

 
 

問３．本日の内容はいかがでしたか。それぞれ一つだけ〇をつけてください。 
(１)普天間飛行場の跡地利用の必要性について 

選択肢 回答数 構成比 
１. 理解できた 27 件 42% 
２. まあまあ理解できた 27 件 42% 
３. 少し難しかった 8 件 12% 
４. 難しすぎた 1 件 2% 
その他 1 件 2% 
無回答 0 件 0% 

計 64件 100％ 
〈その他〉 
・勉強不足、情報不足のため 
・声が聞きとりにくい、マイクが悪い 
 

 
 

4
6%

54
85%

2
3%

4
6% １．⻑かった

２．ちょうど良かった

３．短かった

無回答

27
42%

27
42%

8
12%

1
2%

1
2%

0
0%

１．理解できた

２．まあまあ理解でき
た３．少し難しかった

４．難しすぎた

その他

無回答
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(２) プロモーションビデオの内容について 
選択肢 回答数 構成比 

１. 理解できた 26 件 41% 
２. まあまあ理解できた 30 件 47% 
３. 少し難しかった 7 件 11% 
４. 難しすぎた 0 件 0% 
その他 0 件 0% 
無回答 1 件 1% 

計 64 件 100％ 
〈その他〉 
・説明が早いように思う 

 
 

(３) 普天間飛行場跡地の計画（全体計画の中間取りまとめ(第 2 回)）の紹介について 
選択肢 回答数 構成比 

１. 理解できた 19 件 30% 
２. まあまあ理解できた 34 件 53% 
３. 少し難しかった 8 件 12% 
４. 難しすぎた 2 件 3% 
その他 1 件 2% 
無回答 0 件 0% 

計 64 件 100％ 
〈その他〉 
・「みどり」を強調されたことは良かった 

 
 

26
41%

30
47%

7
11%

0
0%

0
0%

1
1%

１．理解できた

２．まあまあ理解できた

３．少し難しかった

４．難しすぎた

その他

無回答

19
30%

34
53%

8
12%

2
3%

1
2%

0
0%

１．理解できた

２．まあまあ理解できた

３．少し難しかった

４．難しすぎた

その他

無回答
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(４) 跡地のまちづくりと地権者の関りについて 
選択肢 回答数 構成比 

１. 理解できた 20 件 31% 
２. まあまあ理解できた 29 件 45% 
３. 少し難しかった 6 件 9% 
４. 難しすぎた 1 件 2% 
その他 1 件 2% 
無回答 7 件 11% 

計 64 件 100％ 
〈その他〉 
・説明会以外に意見や要望、質問に対応することはできないか。市役所 HP 等は？ 

 
 

  

20
31%

29
45%

6
9%

1
2%

1
2%

7
11%

１．理解できた

２．まあまあ理解できた

３．少し難しかった

４．難しすぎた

その他

無回答
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問４．今後の勉強会で取り上げて欲しい内容は何ですか。(複数回答可） 
選択肢 回答数 構成比 

１. 違う内容のプロモーションビデオ 9 件 14% 
２. 詳しい普天間飛行場跡地の計画の紹介 28 件 44% 
３. 土地活用方法の具体的な例 43 件 67% 
その他 5 件 8% 
無回答 7 件 11% 

計 92 件 ―％ 
〈その他〉 
・２：高低差があるのか？雨の流れ。土地造成（全面平面するのか） 

３：共同利用、企業誘致 
・GW2050、地下ダム 
・土地活用の細分化した例 
・年間における降水量の調査と影響 
・どの場所をどのように使えるのか知りたい 
・勉強会+個別相談会 

 
 

  

9, 14%

28, 44%

43, 67%

5, 8%

7, 11%

１．違う内容のプロモーションビデオ

２．詳しい普天間⾶⾏場跡地の計画の紹介

３．⼟地活⽤⽅法の具体的な例

その他

無回答

0 10 20 30 40 50
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問５．勉強会に限らず、今後どのような集まりがあると参加したくなりますか。 
(複数回答可） 

選択肢 回答数 構成比 
１. 新しい知識や情報が得られる場 42 件 66% 
２. 地権者同士の交流が持てる場 13 件 20% 
３. 将来の跡地利用について意見交換ができる場 19 件 30% 
４. 跡地利用の計画がリアルに分かるＶＲなどを体験できる場 12 件 19% 
５. オンラインで気軽に意見交換できる場 5 件 8% 
その他 1 件 2% 
無回答 10 件 16% 

計 102 件 ―％ 
 

 

42, 66%

13, 20%

19, 30%

12, 19%

5, 8%

1, 2%

10, 16%

１．新しい知識や情報が得られる場

２．地権者同⼠の交流が持てる場

３．将来の跡地利⽤について意⾒交換ができる場

４．跡地利⽤の計画がリアルに分かるＶＲなどを体験できる場

５．オンラインで気軽に意⾒交換できる場

その他

無回答

0 10 20 30 40 50
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問６．自由記入欄 
 

 

【感想・ご意見等】 
・お疲れさまです。早く返還が進むといいですね。自分で活用したいのですが、間に

合うといいのですが…。 
・ご苦労様でした。またよろしくお願いします。 
・地権者の方の顔が見られ、意見が聞けて良かった。 
・区画整理の説明良かったです。 
・最近のご説明はわかり易くなってきています。今後もよろしくお願いします。 
・今回2回目ですが、今後はなるべく参加する様にしたいと思います。 
・2025年度において、具体的に①土地を売った方のリアルな金額、②税金対策など参

考になった。ありがとうございました。 
・初めての参加であります。現状を知れたかなと思っています。返還までがいつにな

るかわかりませんが、アバウトでも返還時期がわかれば良いと思った。  
・大変良い機会でした。ありがとうございます。先行取得は予算（国から補助費を大

きくする等して）、大きくして、なるべく多くの面積を確保した方が良いと思いま
す。県外、国外の所有者から費用にアプローチした方が良いと思います。これから
も楽しみにしています。 

・盛り上がりがほしい。 
・質問がなくても、時間があるならばもうすこし、例えばとして、有効活用方法など

紹介してみてはいかがか。 
・今回は12月7日（日）の第3回目で、場所も市⺠会館2F大ホールとの関係により、地

権者の参加も多かったように感じた。工夫してほしい点は、席の形態をスクール形
式ではなく、コの字型等にして、発言者間の顔を確認出来る様にした方が良いと思
う。 

・現普天間飛行場はほぼ平坦地である。返還開発で懸念するのは、降雨による浸水害
の影響が考えられるので、治水に関し、多く討論をかわして、納得する方向性を進
めてほしい。 

・参加者を多く出来るようにしたほうが良いと思う。例：地料を安くするとか 
・先行取得の具体的な面積も開示してもらいたい。 
・早期返還の為に頻繁に市から情報を発信して下さい。 

【質問等】 
・県内の返還地の中で、地権者がかかわっている就労があるのか？例えば公園管理、

駐車場の管理、建物の管理、清掃業務など。先行取得が思う様に行かない場合、全
地権者から１〜２％の減歩など、考えることもあり得るのか？ 

・土地活用方法に応じたデメリットはありますか？ 
・飛行場跡地のすぐ外には手をつけないですか？  
・跡地利用の効果について目標はありますか？北前地区が一番高い要因と分析されて

いるはずですが、参考にしてほしい。直接経済効果？雇用誘発？  
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（４）（仮称）原案検討委員会に関する取組みの支援 
１）これまでの経緯 
・令和 4 年度は、有識者からの意見として「会と名乗るためには組織の存在理由、会員の対

象、役員の選任方法などが明確である必要がある」との意見が挙げられた。 
・令和５年度は、会則作成に向けた取組みを行ったが、定例会で会員から若手の会の活動の

制約となるのではないかと意見が挙がり議論が十分に進まず、内規として整理するに留ま
った。 

・令和６年度では、内閣府派遣の武⽶治郎プロジェクト・マネージャーとともに、若手の会
再構築プランとして取組みを実施。地主会、若手の会双方の会⻑、副会⻑等との会合を重
ねた結果、会則づくりを活用しながら、若手の会を再構築することの認識合せに至った。 

 
２）若手の会の再構築プランについて 
・下図の「普天間飛行場の跡地を考える若手の会 再構築プラン（案）」の考え方に基づ

き、検討を進める。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
地主会 
評議員・ 
対策委員 

宜野湾市 

まち未来課 

市町村支援事業 

（プロジェクトマ

ネージャー派遣） 

関係地権者等の意向醸成・ 

活動推進業務 

【事務局】 

＜会議運営＞ 
資料・議事録作成 

「普天間飛行場の跡地を考える若手の会」再構築プラン(案) 

活動内容を点検し、組織づくりから見直すこと。会則づくりは討議する材料であり、会則は活動指針として活用できる。 

跡地利用の事業は宜野湾市が主体的に進めるが、事業完了後のまちは、地権者及び住民が主体となって育むものであるとい

う考えに対する意見交換から討議を始めることを提案。 

各組織の関わり方 

報告・承認 
（年に 1～2 回） 

検討委員構成（案） 
双方から３～５名の委員を選出して構成 

（仮称）原案検討会議 

普天間飛行場の 
跡地を考える 

若手の会 
定例会 

再構築とは 

報告・承認 
（年に 1～2 回） 

【会議運営体制】 【会議体制】 

検討会議の開催頻度（案） 
A 案：毎月 1 回開催 
B 案：隔月 1 回開催 

令和 7 年 3 月 11 日 宜野湾市 

図：「普天間飛行場の跡地を考える若手の会」再構築プラン（案） 
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３）今年度の取組み 
「普天間飛行場の跡地を考える若手の会再構築案検討会議（「再構築案検討会議」）」を

3回開催し、若手の会の会則（案）の第1条から第６条までについて議論した。なお、目
的を“会則づくり”とするのではなく、会則の策定を通じて会の再構築について検討・協
議することとした。 

委員は、地主会および若手の会から選出した12名から構成し、市及び武⽶次郎プロジ
ェクト・マネージャーが事務局となり進行を行った。 

本年度の「再構築案検討会議」は計3回実施した他、進行にあたって地主会三役及び
若手の会役員それぞれと認識確認の打合せを行った。 

 
No 開催日 議題 

１ 12 月 16 日 

１．検討委員の紹介 
２．検討会議について 
 （１）会議の目的 
 （２）会議録の確認 
３．会則（案）について 
 （１）まえがき 
 （２）第 1 条：会の名称 
 （３）第２条：事務局 
 （４）第 3 条：目的 
 （５）第 4 条：活動 

２ ２月 10 日 
１．前回の振返り 

まえがき、第２条、第３条、第４条の修正内容の確認 

３ 2 月 24 日 

１．前回の振返り 
２．会則案について 

（１）第５条：会員 
（２）第６条：会員の定数 
（３）第 1 条：会の名称 

※上記の他、１月 22 日に地主会三役との打合せ、1 月 27 日に若手の会役員との打合せを
実施。 

 
 
 


